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（趣旨）  

第１条  この要綱は、札幌市景観条例（平成 19 年条例第 54 号）第 44 条第

１項の規定に基づき、景観重要建造物、景観重要樹木及び札幌景観資産

（以下、「景観重要建造物等」という。）の維持保全に要する経費の助成

に関し、必要な事項を定めるものとする。  

（助成要件）  

第２条  この要綱による助成は、次の各号の規定に適合することを要件と

する。  

(１)景観重要建造物等の所有者又は権原に基づく占有者が申請するもので

あること。ただし、景観重要建造物等の権原に基づく占有者である場合

は、所有者の同意を得て申請するものであること。  

(２)申請年度内に完了し、第８条に定める完了報告書を提出できること。  

(３)本市から他の助成金の交付を受けていないこと。  

(４)暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成 25 年条例第

６号。以下「暴排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をい

う。）又は暴力団員（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員をい

う。）若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が関与する活動に関与

しないこと。  

(５)景観重要建造物等本体に係るものにあっては、以下のいずれかに該当

すること。  

ア 景観重要建造物等の指定の理由となった外部の意匠（以下「景観重

要建造物等の外観」という。）について、完成時と同一の素材及び工

法により復元を行うもの。  

イ 景観重要建造物等の外観について、完成時以降に開発された新素材



又は新工法によりその継承を行うもの。  

ウ 景観重要建造物等の外観と調和する部材又は素材を用いて防災性

能、耐候性能、防寒性能の向上及び周囲の安全確保を行うもの。  

エ 景観重要建造物等を維持保全するうえで必要とされるもの。  

(６)景観重要建造物等と一体となっている土地（所有者等が権利を行使で

きる土地に限る。）その他の物件に係るものにあっては、景観重要建造

物等の外観の復元、調和又は周囲の安全確保を図るうえで必要と認めら

れるものであること。  

（助成対象工事等）  

第３条  この要綱による助成は、次の各号の規定に掲げる工事及び修繕計

画の作成を対象とする。  

(１)景観重要建造物等が建築物等の場合にあっては、屋根、外壁（下地材

の改修等も含む）又は当該景観重要建造物等の外部に面する建具、その

他外部から望見される部分の工事とし、建築物等以外の場合にあって

は、外部から望見される部分に関する工事  

(２)景観重要建造物等の完成時の後に付属的に設けられ、道路その他の公

共の場所から公衆によって容易に望見される設備機器、自動販売機、広

告物その他の物件（以下「付属物件」という。）を撤去する工事又は景

観重要建造物等の外観との調和を図るための工事  

(３)当該景観重要建造物等と一体となって良好な景観を形成している門、

へい、垣、さく又は樹木若しくは灯篭その他の物件に係る工事  

(４)景観重要建造物等が建築物等の場合にあっては、基礎、壁、柱、小屋

組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材（以下「構造耐力上主要な部

分」という。）に関する工事  

(５)景観重要建造物等が建築物等の場合にあっては、保存活用を図るため

の内装工事（用途変更を伴わない内装工事を除く。）  

(６)中長期的な修繕計画の作成  

（助成額）  

第４条  助成の額は、交付決定後の第３条に掲げる工事等（以下「工事」

という。）に要する経費（消費税及び地方消費税を除く。以下「助成対象

経費」という。）の２分の１以内とし、５００万円を限度として市長が算

定した額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数があるとき

は、これを切捨てるものとする。  

（助成の申請）  

第５条  助成を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、景観重要

建造物等助成金交付申請書（様式１）に次の各号に掲げる書類を添え

て、当該年度の５月末日までに市長に対し申請しなければならない。た

だし、５月末日以降にあっても緊急性その他の事由がある場合は、この



限りでない。  

(１)設計図書（申請に係る工事の範囲が分かるもの）  

(２)工事に要する経費の見積書（積算書）  

(３)現況写真（２面以上とし、申請に係る工事の範囲が分かるもの）  

(４)その他市長が必要と認める書類  

（交付の決定）  

第６条  市長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、

助成を行うことが適当であると認めたときは、予算の範囲内で助成金の

交付を決定し、景観重要建造物等助成金交付決定通知書（様式２）によ

り、申請者にその旨を通知する。  

２ 市長は、助成金の交付決定にあたり必要があるときは、この要綱に定

めるもののほか、助成金の交付の目的を達成するために必要な限度にお

いて交付条件を付すことができる。  

（助成対象工事の変更）  

第７条  申請者は、本助成金の交付決定を受けた工事の内容を変更しよう

とするときは、直ちに景観重要建造物等助成金変更交付申請書（様式

３）に次の各号に掲げる書類（変更部分に係るものに限る）を添えて、

市長に提出しなけなければならない。  

(１)設計図書（申請に係る工事の範囲が分かるもの）  

(２)工事に要する経費の見積書（積算書）  

(３)その他市長が必要と認める書類  

２ 市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、その内容を審

査し、変更の適否及び助成金額の変更を決定するものとする。  

３ 市長は、前項の規定により変更が適当と認めたときは景観重要建造物

等助成金変更交付決定通知書（様式４）により、申請者にその旨を通知

するものとする。  

４ 申請者は、以下のいずれかの事由により第１項の規定による変更の申

請が遅延し、前項の規定による交付決定の通知を受ける前に、当該変更

に係る工事に着手する場合、事前着手届出書（様式５）を市長に提出し

なければならない。  

(１)外部から容易に望見できない部分の工事など、着手前に工事の範囲を

確定することが難しいもの。ただし、材料及び工法の変更（追加を含

む。）が発生しないものに限る。  

(２)その他市長が認めるもの  

（完了報告書の提出）  

第８条  第６条第２項の規定による交付決定を受けた者（以下「助成対象

者」という。）は、交付決定を受けた工事の完了後、直ちに景観重要建造

物等助成金工事完了報告書（様式６）に次の各号に掲げる書類を添え、



市長に提出しなければならない。  

(１)完成写真  

(２)支払明細書  

(３)施工中の写真  

ただし、助成対象工事に下地材、構造耐力上主要な部分など、工事

完了後に見えなくなる部分がある場合に限る。  

(４)その他市長が必要と認める書類  

２ 前項の完了報告書は、工事が完了した日の属する年度の末日までに提

出しなければならない。  

（助成金額の確定）  

第９条  市長は、前条第１項の工事完了報告書を受理したときは、第６条

第１項又は第７条第２項の規定による交付決定の内容と助成金工事完了

報告の内容とを照合審査することにより、助成金の額を決定し、景観重

要建造物等助成金額確定通知書（様式７）により、助成対象者に通知す

るものとする。  

２ 市長は、別に定めるところにより、必要に応じて実地調査を行うもの

とする。  

（助成金の交付）  

第１０条  市長は、前条の助成金額確定通知の後、速やかに助成金を交付

するものとする。  

（交付決定の取消）  

第１１条  市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、第６条第１項又は第７条第２項の交付決定の一部又は全部を取

り消すことができる。  

(１) 工事の実施を中止したとき  

(２) この要綱の規定に違反したとき、又はこの要綱に基づく指示に従わ

なかったとき  

(３) この要綱に基づき提出された申請書等の内容が虚偽であったとき  

(４) 本助成金の交付決定を受けた工事の契約の相手方が、次のいずれか

に該当するとき。  

ア 助成対象工事等に関連する契約を受ける相手方が、第２条第４項に

該当することを知りながら、当該者との契約等の締結をしたと認めら

れるとき。  

イ 助成対象者が、第２条第４項に該当する者を、助成対象工事等に関

連する契約等の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除

く。）に、市長が助成対象者に対して当該契約等の解除を求め、助成

対象者がこれに従わなかったとき。  

２ 市長は、前項の規定により取り消しを行うときは、景観重要建造物等



助成金交付決定取消通知書兼返還命令書（様式８）により助成対象者に

通知するものとする。  

（助成金の返還）  

第１２条  市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合におい

て、既に助成金を交付していたときは、景観重要建造物等助成金交付決

定取消通知書兼返還命令書（様式８）により、期限を定めてその返還を

命ずる。  

（申請者等の責務）  

第１３条  申請者は、工事を行うにあたっては、建造物等の完成時の素材

又は工法を採用するよう努めるものとする。  

２ 助成対象者は、助成を受けた景観重要建造物等の適正な維持管理に努

めなければならない。  

３ 助成を受けた景観重要建造物等の所有者又は権原に基づく占有者は、

第６条第１項の交付決定の日より５年間、助成金の交付の目的に反し

て、助成を受けた景観重要建造物等を解体し、助成対象工事の部分を改

修し、又は所有権を移転（相続等は除く）してはならない。ただし、助

成金の全部又は一部を返還したとき又は特別な理由があると市長が認め

るときは、この限りでない。  

（補則）  

第１４条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

 

附 則    

この要綱は、平成１７年１０月１７日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２０年４月２２日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２３年４月  １日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２４年４月１７日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２５年４月  １日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２６年４月  １日から施行する。  

附 則  

この要綱は、平成２９年４月  １日から施行する。  

附 則  

この要綱は、令和  ２年４月 １日から施行する。  

附 則  



この要綱は、令和  ５年４月 １日から施行する。  


